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教職員の医療保険制度と
互助制度について

ー医療保険制度を理解し、退職後の生活に備えようー

（一財）長崎県教職員互助組合 荒木恭子

医療保険制度クイズ！（プリント）

周りの方と話し合ってもOK

早くできた方は、Q２の各制度がどのような
ものか考えてみてください。

1

2



2022/8/16

2

Q１.保険証を提示し、窓口での支払額が3,000円だった。
医療費の総額はいくら？

A ３，０００円 B ６，０００円

C ９，０００円 D １０，０００円

医療制度の概要

医療機関

医療保険制度

②受診・窓口負担

③診療

④請求

⑤支払

窓口負担
・７５歳以上 １割
（現役並は３割）

・７０歳～７４歳 ２割
（現役並は３割）

・義務教育就学後
～６９歳 ３割

・義務教育就学前 ２割

①保険料

健康保険証の発行元（ ）は数

・国民健康保険（1,716）
・協会けんぽ（１）
・健康保険組合（1,391）
・共済組合（85）
・後期高齢者医療制度（47）

数は平成３１年３月末現在

患者（被保険者）

（出典）厚生労働省HP掲載
「我が国の医療制度の概要」より

令和４年１０月から改正
２割負担となる人がいる
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日本は「国民皆保険制度」

 生まれてから死亡するまで誰もが常に公的医療保険に加入

医療保険制度
健康保険証の発行元（ ）は数

・国民健康保険（1,716）
・協会けんぽ（１）
・健康保険組合（1,391）
・共済組合（85）
・後期高齢者医療制度（47）

数は平成３１年３月末現在

Q２.大けがで入院・手術。窓口で３０万払ったが、
保険証の発行元から給付があり、
自己負担は８７，４３０円だった。
この制度（給付）を何という？

A 高額療養費 B 共済組合の附加給付

C 互助組合の療養費 D 民間の入院保険
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高額療養費制度
～月ごとに自己負担限度額が決められています～

 家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、

医療保険制度から償還払いされる制度。

 自己負担限度額は年齢・所得に応じて設定

 どの医療保険制度でも同じ計算方法

 「限度額適用認定証」を窓口で提示することにより、

高額療養費相当額を支払わなくてもよい。

⇒ 保険証の発行もとに発行申請が必要。

高額療養費制度
～月ごとに自己負担限度額が決められています～

（出典）厚生労働省HP掲載「我が国の医療制度の概要」より
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Q２.大けがで入院・手術。窓口で３０万払ったが、
保険証の発行元から給付があり、
自己負担は８７，４３０円だった。
この制度（給付）を何という？

A 高額療養費 B 共済組合の附加給付

C 互助組合の療養費 D 民間の入院保険

附加給付～共済組合だと自己負担は25,000円～

一部負担金払戻金として、

２５，０００円

を超えた分は給付がある！

※上位所得者の自己負担限度額は50,000円。

※複数の診療報酬明細書(レセプト)(70歳未満の組合員および被扶養者については、自己負担額が
21,000円以上のものに限ります。)を合算して高額療養費を給付する場合、50,000円（上位所得者は
100,000円）が自己負担限度額となる。
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互助組合の療養費
～互助組合員はさらに給付があります～

 療養費として、自動給付しています。

共済組合で給付されない額（＝25,000円）から、

2,500円を控除した額の６５％

（100円未満切捨）

最終的な自己負担額は、１０，４００円！！

共済組合 附加給付 62,400円

互助組合 療養費 14,600円

自己負担額 10,430円

自動給付
（県費職員）

（出典）厚生労働省HP掲載「我が国の医療制度の概要」より
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国民健康保険だと、８７，４３０円！

共済組合 附加給付 62,400円

互助組合 療養費 14,600円

自己負担額 10,430円

（出典）厚生労働省HP掲載「我が国の医療制度の概要」より

退職後の医療保険制度
～退職後も共済組合に加入し続けることはできるの？～

医療保険制度

健康保険証の発行元（ ）は数

・国民健康保険（1,716）
・協会けんぽ（１）
・健康保険組合（1,391）
・共済組合（85）
・後期高齢者医療制度（47）

数は平成３１年３月末現在
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・国民健康保険

・共済組合の任意継続組合員制度

・家族の被扶養者

退職後の医療保険制度は・・・？
～退職後の働き方により異なります～

会社に勤めない

勤め先の保険に加入できない

⇒

会社に勤める ⇒ その会社の医療保険に加入

・退職後2年間

・在職中と同様に附加給付がある。（自己負担25,000円）

・退職の日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方

が申し出により任意継続組合員となることができる。

・掛金は全額自己負担。

共済組合の任意継続組合員制度 とは？
～任意継続期間中は、在職中と同じ給付があります～
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医療保険制度別 給付内容一覧

保険種別 高額療養費 附加給付 療養費
（互助組合）

共済組合（現職） ○ ○ ○

勤務先の健康保険 ○ △ ×

国民健康保険 ○ × ×

共済組合（任意継続） ○ ○ ×

家族の被扶養者 ○ △ ×

互助組合退職互助部
医療補助金

○

○

○

○

 退職後は医療費に対する補助が少なくなります。

 退職後に備えて互助組合退職互助部への加入をおすすめ！

互助組合 退職互助部制度
～終身にわたって退職後の生活を支援します～

・昭和４８年に発足。

・教職員のみの制度。（県互助会や警察互助会にはない）

・組合員とその配偶者が加入できる。

・「医療費補助」を中心とした相互扶助事業。

・現職中に加入し、

退職後に事業を終身で利用できる。
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互助組合の退職互助部に入ろう！

ライフステージ別

退職互助部制度
活用法

33歳

35歳（40歳）

45歳 55歳 退職（60歳～65歳）

65歳

70歳加入申込
掛金納入

リフレッシュ
活動費 資格取得

退職後の生活
をサポート！

加入申込・掛金納入

加入時期は３３歳～３５歳※。
掛金は、給与から天引きします。

掛 金
給料月額×5/1000を20年間（240回）
配偶者同時加入の場合は、給料月額×10/1000

・退職後に「掛金」の支払いは一切ありません。（現職中に完納）
・配偶者の加入に年齢制限や扶養の有無は問いません。

※令和５年度から加入対象者を４０歳まで拡大
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民間の医療保険との比較

 掛金

退職互助部

掛金

ある民間の終身医療保険に加入した場合の

保険料月額107万4千円
3,580円

【上記民間の医療保険料の条件】

35歳加入、入院日額5千円、通院特約なし、1回の入院60日を限度、60歳払済の場合（300回）

令和２年度末退職者の退職互助部掛金平均額

1,９９０円／月（本人のみ加入） ×20年間（240回）＝

民間の医療保険と比べても断然お得～♪♪

47.7万円

ある民間の医療保険

※ネット申込民間保険により試算

※けがや歯科などの通院は対象外

リフレッシュ活動費

退職互助部に加入している45歳・55歳の方に給付金があります

リフレッシュ活動費（45歳・55歳）
・２万円
・対象者には事前に通知し、自動給付します。
・令和４年度対象者は、７２８人

21

22



2022/8/16

12

資格取得

退職時に資格取得 or 退会を
選択することができます

・退職時に、退会（退職互助部の事業を受けない）を
選択した場合、納入済み掛金をお返しします。

・一度脱退してしまうと、再度加入はできません。

退職後の生活をサポート！（一生涯続く！）

医療費の一部を助成する医療補助金があります

年齢区分 算定方法 控除額 給付率 給付限度額/月

７０歳
未満

入院・外来別に
ひと月の医療費を合算

３，０００円 ５０％
入院外来ごとに

１５，０００円

７０歳
以上

ひと月の医療費を合算 ６，０００円 ５０％ ２０，０００円

外来も医療補助金の対象です
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民間の医療保険との比較

民間の医療保険に比べ、利用頻度が高い！

補償内容 民間の医療保険 医療補助金

入院 ○
（１回につき60日限度）

○

通院（病気・ケガ・歯科） × ○

調剤 × ○

整骨院 × ○

【民間の医療保険の条件】

３５歳加入、入院日額５千円（60日限度）、通院特約なし、60歳払済

退職互助部の医療補助金は保険診療分が対象。自費診療は対象外。

年齢階級別に見る国民一人当たりの年間医療費

（厚生労働省「令和元年度 国民医療費の概況」より作成）
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退職後の生活を一生涯サポート！
～医療補助金はどんな医療保険でも対象です～

 退職後の医療費の増加に備えることができる！

保険種別 高額療養費 附加給付 療養費
（互助組合）

共済組合（現職） ○ ○ ○

勤務先の健康保険 ○ △ ×

国民健康保険 ○ × ×

共済組合（任意継続） ○ ○ ×

家族の被扶養者 ○ △ ×

互助組合退職互助部
医療補助金

○

○

○

○

その他の事業

・人間ドック、市の各種検診 も補助

（年度１５，０００円を限度）

・リフレッシュ支援

宿泊補助 （2,000円×３泊）

セカンドライフサポート事業（セミナー＋ランチ）

支部事業（お住まいの地域で様々な活動）

全教互会員証割引事業
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互助組合の退職互助部に入ろう！

ライフステージ別

退職互助部制度
活用法

33歳

35歳（40歳）

45歳 55歳 退職（60歳～65歳）

65歳

70歳加入申込
掛金納入

リフレッシュ
活動費 資格取得

退職後の生活
をサポート！

本日のまとめ

１．医療保険制度

２．医療費の自己負担額－教職員の場合－

３．退職後の医療費に備えよう

・年齢により負担割合が異なる
・医療保険には種類がある
・高額療養費制度が利用できる

・共済組合の附加給付
・互助組合の療養費

⇒ 最終的な自己負担額は国保や民間に比べ少ない！

・年齢とともに医療費は増加傾向だが、
現職中と同等の補助は受けれない。

⇒ 互助組合の退職互助部に加入し、退職後に備える！

29

30



2022/8/16

16

参考１ ７５歳以上２割負担となる方
（出典）厚生労働省HP掲載

「後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット」より

参考２ 高額療養費 （出典）厚生労働省HP掲載「高額療養費制度を利用される皆様へ」より
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参考２ 高額療養費 （出典）厚生労働省HP掲載「高額療養費制度を利用される皆様へ」より

参考２ 高額療養費 （出典）厚生労働省HP掲載「高額療養費制度を利用される皆様へ」より
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参考２ 高額療養費 （出典）厚生労働省HP掲載「高額療養費制度を利用される皆様へ」より
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